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第4章

計画の内容
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地域に生きる一人ひとりが、 その人らしく 、

安心して暮らせるまちをつく ります。

住民一人ひとりの主体的な参加と協力のもとに、

共に支えあい、 互いを理解し合う地域福祉をめざします。

１ 基本理念

２ 基本構想

２つの基本理念に基づき、 さいたま市の地域福祉活動を推進します。

さいたま市地域福祉活動計画は、 さいたま市が策定している「 さいたま市保健福祉総合計画」と整合性を

持ち、 さいたま市社会福祉協議会の役割を明確にするとともに、住民参加による地域福祉推進に向けた計

画的な支援のあり方を示したものです。

さいたま市社会福祉協議会のあり方として、次の３点を基本構想として示します。

福祉コミュニティの推進における

中核的役割を果たすこと

地域福祉の推進と質の向上を目指した

活動をしていく こと

地域における権利擁護を

推進すること
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３ 本計画における重点事業

特に重点的に取り組むべき事業について、次のとおりとし、 さいたま市と協働して実施していく ととも

に、地区社会福祉協議会をはじめとした各種福祉関係機関・団体と連携し、地域福祉を推進していきます。

基本目標１ 住民が共に支えあう 活動の推進

基本目標２ 住民個々に対する福祉サービスの充実

基本目標３ 権利擁護の推進

（ 1）地域福祉行動計画の策定を支援します。

地域の福祉ニーズや地域の特性に応じた次期地域福祉行動計画が計画どおり策定されるよう積極的に

支援活動を行っていきます。

推進項目1 事業No.1 地区社会福祉協議会活動の支援

（ 2）地区社会福祉協議会の活動を支援します。

地区社会福祉協議会の会議等に出席し、組織運営や事業実施の企画立案等への支援及び課題の共有と

その解決に向けた取り組みを協働して行っていきます。

推進項目1 事業No.1 地区社会福祉協議会活動の支援

（ 3）地域福祉コーディ ネーターを育成します。

地域福祉コーディ ネーターの役割および育成方法を明確にし、区事務所職員と協働して地区社会福祉

協議会の活動支援を行っていく 体制を構築していきます。

推進項目1 事業No.2 地域福祉コーディ ネーターの育成

（ 1）多問題を抱える世帯への支援を検討していきます。

多問題を抱える世帯などの、既存の制度が機能していない、 または既存の制度では対応できないケー

スについて、総合支援検討会議を開催し、その対応を検討していきます。

推進項目6 事業No.38 総合支援検討会議

（ 2）地域包括ケアシステムの構築を推進します。

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるように、自助・ 互助・ 共助・ 公助を

組み合わせた地域包括ケアシステムの実現に向け、積極的に取り組んでいきます。

推進項目2 事業No.20 生活支援体制整備事業

（ 1）成年後見制度等の利用の促進をします。

認知症や知的障害・ 精神障害などで判断能力が低下した方でも、安心して地域で生活ができるよう成

年後見制度等の利用促進の取り組みを強化していきます。

推進項目1 事業No.39 法人後見活動

事業No.40　（ 仮称）成年後見制度利用総合支援事業

事業No.42 日常生活自立支援事業（ あんしんサポート さいたま）
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基本目標４ ボランティ アの育成と活動の充実

基本目標５ 福祉活動の協働と連携

基本目標６ 社会福祉協議会組織の機能強化

（ 1）ボランティ ア活動の体験機会を充実させます。

　「 共生の理念、共に生きる力の重要性」を伝えていく ため、市内のボランティ ア団体、福祉施設等と協

働し、ボランティ ア活動の体験機会を企画していきます。

推進項目3 事業No.51 ボランティ ア体験学習事業

（ 2）福祉教育を充実させます。

学校や地域団体等からの福祉教育に関する企画相談を積極的に受け、実施に関する支援をしていく と

ともに、教員等学習支援者への研修も行っていきます。

推進項目3 事業No.52 福祉教育・ボランティ ア学習推進事業

（ 1）関係機関と協働できる体制を構築します。

潜在化している問題など、住民が抱える問題の発見や解決に向けて、関係機関との協力関係を構築す

るため、各地区で地域支援ネット ワーク会議が開催できるよう支援していきます。

推進項目1 事業No.53 地域支援ネット ワーク会議

（ 2）福祉人材を育成します。

福祉従事者、地域福祉関係者、市民等への研修を企画し、地域福祉を推進するための知識、技術の向

上を図り、関係者が連携して地域福祉活動ができるよう推進していきます。

推進項目2 事業No.54 福祉施設等従事者研修

事業No.55 地域福祉推進研修

事業No.56 市民向け研修

事業No.57 地域包括支援センター職員研修

事業No.58 市民に対する介護技術等の研修に関する事業

事業No.59 在宅ケアサービスについての相談助言・情報提供に関する事業

（ 1）区事務所の機能強化を図ります。

地域の各種関係機関と連携を深め、協働していく ことができるように、 また、地区社会福祉協議会の

活動を十分支援することができるように、区事務所体制の機能強化を図ります。

推進項目2 事業No.62 区事務所体制の機能強化

（ 2）職員の専門性を高めます。

コミ ュニティ ソーシャルワークを実践していく さいたま市社会福祉協議会職員の専門性を高める研修

を実施します。

推進項目4 事業No.64 地域福祉の実践に向けた研修
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４ 本計画における新規事業

第2次計画を策定してから、新たに実施した事業や今後取り組むべき事業について、 さいたま市と協働

して実施していく とともに、地区社会福祉協議会をはじめとした各種福祉関係機関・ 団体と連携し、地域

福祉を推進していきます。

（ 1）保育士就学資金貸付等事業（ 平成28年度より実施）

保育所入所待機児童の解消や保育を必要とする全ての子どもたちが質の高い保育を受けられる環境を

構築するには、保育人材の確保を推進する必要があるため、保育士資格の新規取得者の確保、保育士の

負担軽減と離職防止、潜在保育士（ 保育士資格を有するが保育士として勤務していない方）の再就職を図

ることを目的に資金の貸付を行います。

基本目標2 推進項目1 事業No.15 

（ 2）ひとり親家庭高等職業訓練促進費貸付事業（ 平成28年度より実施）

経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭の自立を促進するためには、安定した就労による自立の

実現が必要であり、ひとり親家庭の親の資格取得のための修学を容易にし、資格取得を促進することを

目的に資金の貸付を行います。

基本目標2 推進項目1 事業No.16 

（ 3）生活支援体制整備事業（ 平成27年度より実施 ※）　 重点事業（ 再掲）

住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、 これまでの地域福祉活動の実績を活かし

ながら、地域における一体的な生活支援・ 介護予防サービスの提供体制を整備し、地域包括ケアシステ

ムの構築を推進します。

基本目標2 推進項目2 事業No.20 

（ 4）障害者生活支援センター事業（ 平成26年度より実施）

障害者本人や家族からの身近な相談機関として、障害者の生活ニーズ等を的確に把握し、地域定着支

援をはじめ、地域における生活支援、情報提供の他、差別や虐待の通報・ 相談窓口としての役割を果た

していきます。

基本目標2 推進項目3 事業No.32 

（ 5）（ 仮称）成年後見制度利用総合支援事業（ 平成30年度より実施予定 ※）　 重点事業（ 再掲）

権利擁護的観点から成年後見制度の利用が必要な事案について、速やかな利用に繋がるよう、申立事

務や後見人等候補者の選任等に関する総合的な相談窓口の役割を果たしていきます。

基本目標3 推進項目1 事業No.40 

（ 6）（ 仮称）高齢者く らしあんしん事業（ 平成30年度より実施予定）

家族や所得等により、入院・ 施設入所時に保証人を立てられない方や、判断能力が十分でも身体的な

理由で外出や手続きに困難を抱える方、また、本人や家族の死亡時の対応に不安がある方等が、安心し

て保証等の支援を受けられるようにします。

基本目標3 推進項目2 事業No.43 




